
        公社等外郭団体の改革方針（案） 

団体名 （公財）千葉県産業振興センター 所管所属名 商工労働部経済政策課  

事
業
内
容 

産業界、学術機関及び行政機関の緊密かつ適正な連携のもとに、産業技術の振興、

中小企業の経営革新等に関する諸事業を総合的かつ効果的に推進し、商工業の高度化

と新たな産業の創出・発展を総合的に支援するため、以下の事業を行う。 
○新産業推進事業         ○東葛テクノプラザ事業 
○経営支援事業          ○特定経営支援事業 
○経営基盤強化事業        ○設備支援事業 
○若年者就業支援センター事業   ○ベンチャークラブちば支援事業 
○ちば中小企業元気づくり基金事業 ○ちば農商工連携基金事業    

財
務
状
況 

年度（単位：千円） H20 H21 H22 

貸
借
対
照
表 

総資産 18,908,542 19,760,667 19,131,562 

負債 17,396,472 18,143,150 17,318,542 

資本 1,512,070 1,617,517 1,813,020 

累積損益 148,070 255,742 453,900 

損
益
計
算
書 

総収入 3,162,057 3,635,882 3,450,951 

経常損益 16,625 107,323 198,157 

当期損益 16,625 107,672 198,157 

減価償却前当期損益 18,604 117,135 209,513 

借入金残高 15,172,573 16,633,613 15,828,195 

県
財
政
支
出 

委託料 238,794 308,653 324,946 

補助金・負担金 776,748 722,821 685,758 

その他 9,190,783 3,500,991 1,029,114 

団
体
の
必
要
性 

県
関
与
の
必
要
性 

（団体の必要性） 
千葉県産業振興センターは、県全域を対象に、産学官連携による県内中小企業支援

のワンストップセンターとして、専門的で公共性の高い中小企業支援事業を実施する

唯一の団体であるとともに、県の事業を補完する業務を行っている中核的な団体であ

る。 

同センターは、中小企業支援を行うために必要なノウハウや高い専門性を持つ人材

を有しており、豊富な支援実績や県内企業等とのネットワークの蓄積もある。そのた

め、「中小企業支援法」や「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき、

地域の中小企業支援を担う法人として指定（認定）した法人となっている。 
国における中小企業支援策の多くは、これらの指定（認定）法人を通じた施策であ

ることから、事業の受け皿として大きな役割を担っている。 
（県関与（人的・財政的）の必要性） 

県として、センターの有する機動性や専門性を活用し、県内企業への総合的・継続

的支援の強化を図る。また、センターが把握している現場のニーズや支援実績などを

施策立案に生かすため、センターへの支援を図るとともに、密接な連携を図る必要が

ある。 

過
去
の
見
直
し
方
針 

分類 経営改善 

・ 設備貸与事業・機械類貸与事業に係る未収債権の回収に努めるとともに、貸倒債

権の速やかな償却を図る。 
・ 国等の公募型委託事業にも積極的に視野を広げるほか、自主事業を拡充し、経営

基盤の拡充・強化を図る。 

１９ 



現
在
ま
で
の
取
組
状
況 

・ 中小企業からの支援要望に対し、経営から技術開発までの相談・支援にワンスト

ップで対応するため、組織の見直しを行い、平成 22 年 4月 1日に「チャレンジ企業

支援センター」を設置した。 

・ センターで実施していた国際業務について、平成 22 年度から、ジェトロ千葉に  

統合し、国際化支援室を廃止した。 

・  国の公募型委託事業の地域新生コンソーシアム研究開発事業等を積極的に申請し

採択を受けるなど県以外からの収入財源獲得に努めている。 
・ 菜の花経営塾、現場改善研修事業、中核人材育成事業等のセンター独自の企業育

成事業を企画・実施し、受講料等の自主財源の確保に努めるとともに、その収益を

専門資格の取得等職員の資質向上に向けた研修費用として活用し、基盤強化のため

の人材育成を図っている。 
・ 平成 18 年度に債権管理者を１名増やし、債権回収の体制強化を図った。 

※未収債権残高 平成 17年度末 753,038 千円 

平成 22 年度末 456,932 千円 
役
職
員
の
状
況 

常勤役員   14 ５名⇒ 23 ６名 

 うち県ＯＢ 14 ５名⇒ 23 ４名 

 うち県派遣 14 ０名⇒ 23 ０名 

常勤職員   14 ６６名⇒ 23 ４４名 

 うち県ＯＢ 14  ０名⇒ 23  ２名 

 うち県派遣 14 ３８名⇒ 23  ８名 

課
題 

・ 法人の自立性を高めるため、自主財源の確保により経営基盤の強化を図るととも

に、プロパー人材の育成強化を図る必要がある。 
・ 業務の一層の効率化を図る必要がある。 
・ 設備貸与事業・機械類貸与事業に係る未収債権について、引き続き積極的に回収

に努める必要がある。 

今
後
の
改
革
方
針
（
案
） 

分類 関与縮小 
・ 法人の自立性を高め、県の事業を補完しながら中小企業支援策を効果的に推進す

るため、中核人材育成事業等センター独自の企画事業を実施することにより、自主

財源の確保に努めるとともに、内部研修の充実及び外部研修への積極的な参加等に

より、プロパー人材の育成強化を進める。 

・ 県内の企業・大学などと積極的に連携しながら、経済産業省や文部科学省などの

公募型委託事業等の採択を得るように努める。 

・ 業務の一層の効率化を図るため、個々の事業について、事業の必要性等を精査し、

事業の見直しを進めるとともに、現在分散している事務所の統合や組織の見直しに

ついて、引き続き検討する。 

・ 引き続き設備貸与事業・機械類貸与事業に係る未収債権の回収に努める。 
 

 


